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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

　　　児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

　児童福祉法施行細則（昭和23年茨城県規則第14号）の一部を次のように改正する。

　第９条第２項中「第20条第４項」を「第20条第５項」に改める。

　第16条第１項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に，「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」

に改める。

　第18条の６中「第33条の２第４項」を「第33条の２の２第４項」に改める。

　第18条の７中「第33条の２第２項」を「第33条の２の２第２項」に改める。

　別表第１中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め，同表備

考第１項中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に改め，同表備考第２項第１号中「及び第３項」を「及

び第３号」に改め，同項第２号中「及び第６項」を「，第６項及び第24項」に改め，同項第３号中「附則第12条」の

次に「並びに所得税法等の一部を改正する法律（平成25年法律第５号）附則第59条第１項及び第60条第１項」を加え，

同表備考第３項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に改め，同表備考第４項第２号中「母子及び寡婦福祉法」

を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改め，同表の（注）第２号中「390,000円」を「404,000円」に改める。

　別表第２中「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め，

同表備考第２項第２号ウ中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２第６項」に改め，同号エウ中「附則第12条」

の次に「並びに所得税法等の一部を改正する法律（平成25年法律第５号）附則第59条第１項及び第60条第１項」を加え，

同号オ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。

　様式第７号の１中
「

本
　
人

氏　名･ 男　
女　

生年月日
　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

を

住　所　　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　　　　　　　　村　　　　　　　　　番地

扶
養
義
務
者

氏　名 本人との続柄 職　業

住　所　　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　　　　　　　　村　　　　　　　　　番地

」
「

本
　
人

氏　名･ 男　
女　

生年月日
　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

に

住　所　　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　　　　　　　　村　　　　　　　　　番地
個人番号

扶
養
義
務
者

氏　名 本人との続柄 職　業

住　所　　　　　　　　　　　　　　　市　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡　　　　　　　　村　　　　　　　番地
個人番号

」
改める。
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　様式第９号中
「
区
　
分

ふりがな
氏　　名 続　柄 生年月日 性　別 職　業

課税の有無 参 考 と
な る べ
き 事 項

を

本年度分
市町村民税

前 年 分
所 得 税

妊
産
婦
の
世
帯
員

本人 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無
」

「
区
　
分

ふりがな
氏　　名 続　柄 生年月日 性　別 職　業

課税の有無 参 考 と
な る べ
き 事 項

に

本年度分
市町村民税

前 年 分
所 得 税個人番号

妊
産
婦
の
世
帯
員

本人 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

男 ･女 有・無 有・無

」
改める。
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　様式第10号中
「
区
　
分

ふりがな
氏　　名 続　柄 生年月日 性　別 職業又は就学の状況等 参考となるべ

き事項

を世
　
帯
　
員

本　人

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女
」

「
区
　
分

ふりがな
氏　　名 続　柄 生年月日 性　別 職業又は就学の状況等 参考となるべ

き事項

に

個人番号

世
　
帯
　
員

本　人

男・女

男・女

男・女

男・女

男・女

」
改める。

　様式第12号中
「

里親希望
者及びそ
の同居人

氏　　名 性　　別 生年月日 職　　業 健康状態 備　　考

を

」
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「

里親希望
者及びそ
の同居人

氏　　名
性　　別 生年月日 職　　業 健康状態 備　　考

に

個人番号

」
改める。

　様式第12号の２中「第34条の20第１号」を「第34条の20第１項第１号」に，「第34条の20第２号」を「第34条の20

第１項第２号」に改める。

　様式第13号の２中「２～６」を「２～５」に改める。

　　　付　則

　この規則は，公布の日から施行する。

（公 安 委 員 会）

茨城県公安委員会規則第１号

　茨城県公安委員会等の所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

　　　平成28年３月17日

茨城県公安委員会委員長　　今 　 髙 　 博 　 子

　　　茨城県公安委員会等の所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則

　茨城県公安委員会等の所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成18年茨城県公安委員会規

則第12号）の一部を次のように改正する。

　第８条中「第３条から第６条までの規定」を「第４条から第７条までの規定」に改め、同条を第９条とし、第７条

第１項中「第３条第４項各号に規定する電子証明書のいずれか」を「第４条第４項各号のいずれかに該当するもの」

に、「第３条第５項」を「第４条第５項」に改め、同条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、

第４条を第５条とし、第３条第４項第２号中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名

等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、

同条第９項第２号中「電子証明書」を「署名用電子証明書」に改め、同条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加

える。

　（手続等の告示）

第･３条　公安委員会等は、この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法により行うことができる手続等について、あらかじめ根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を告示する

ものとする。

　　　附　則
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　この規則は、公布の日から施行する。･

告　　　　　示

茨城県告示第305号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項に規定する

廃止の届出があったので，同法第51条第２号の規定により告示する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 サービスの種類 廃　止
年月日

0812700383 障害福祉多機能型事
業所　歩実 筑西市吉田643番３ 特定非営利活動法

人　歩実 就労継続支援Ｂ型 平成28年
３月31日

茨城県告示第306号

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第46条第２項に規定する

廃止の届出があったので，同法第51条第２号の規定により告示する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 サービスの種類 廃　止
年月日

0820400208 グループホームかる
べ 古河市西町１番25号 社会福祉法人古河

市社会福祉協議会 共同生活援助 平成28年
３月31日

茨城県告示第307号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による大規模小売店舗の新設の届出について，

同条第３項の規定に基づき次のとおり公告し，その関係書類は，本日から４月間縦覧に供する。

　なお，この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県知事に提出することができる。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　名称及び代表者氏名

　　　株式会社カワチ薬品

　　　代表取締役　河　内　伸　二

　⑵　住所

　　　栃木県小山市大字卒島1293番地

２　届出事項の概要



7第 2776 号　平成 28 年３月 17 日（木曜日）

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（仮称）カワチ薬品守谷松並店

　　　守谷市松並土地区画整理事業69街区１－１，１－２

　⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

氏名又は名称 住　　　　　　　所 代表者氏名

株式会社カワチ薬品 栃木県小山市大字卒島1293番地 河　内　伸　二

　⑶　大規模小売店舗の新設をする日

　　　平成28年11月８日

　⑷　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　1,849㎡

　⑸　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　ア　駐車場の収容台数　　　　　　76台

　　イ　駐輪場の収容台数　　　　　　８台

　　ウ　荷さばき施設の面積　　　　　70㎡

　　エ　廃棄物等の保管施設の容量　　14㎥

　⑹　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　（開店時刻）　午前９時

　　　　（閉店時刻）　午後10時

　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　午前８時30分～午後10時30分

　　ウ　駐車場の自動車の出入口の数

　　　　２箇所

　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　午前６時～午後９時

３　届出年月日

　　平成28年３月７日

４　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第308号

　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第５条第１項の規定に基づき，牛のブルセラ病及び結核病，牛のヨーネ病，

牛の伝達性海綿状脳症，めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症，アカバネ病，チュウザン病，アイノウイルス感染症，

牛流行熱，イバラキ病，馬伝染性貧血，豚の流行性脳炎，豚コレラ，豚のオーエスキー病，豚繁殖・呼吸障害症候群，

豚流行性下痢，家きんサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。），高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエ

ンザ，腐蛆病の検査を次のとおり受けることを命ずる。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　牛のブルセラ病及び結核病検査
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　⑴　実施の目的

　　　牛のブルセラ病及び結核病の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　ア　実施区域内で飼育する次に掲げる牛で家畜保健衛生所長が必要と認めた牛

　　　　ただし，生後12か月齢未満のものを除く。

　　　a　搾乳の用に供し，又は供する目的で飼育している雌牛

　　　b　種付けの用に供し，又は供する目的で飼育している雄牛

　　　c　a及び bに掲げる牛と同一施設内で飼育している牛

　　　d･　家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林水産省令第35号。以下「規則」という。）第９条第２項の農林水

産大臣が定める区域から導入した牛。

　　イ　その他飼育している区域を所轄する家畜保健衛生所長が必要と認めた牛

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　規則別表第１に定める検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

２　牛のヨーネ病検査

　⑴　実施の目的

　　　牛のヨーネ病の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　ア　実施区域内で飼育する次に掲げる牛で家畜保健衛生所長が必要と認めた牛

　　　　ただし，生後12か月齢未満のものを除く。

　　　a　搾乳の用に供し，又は供する目的で飼育している雌牛

　　　b　繁殖の用に供し，又は供する目的で飼育している肉用雌牛

　　　c　種付けの用に供し，又は供する目的で飼育している雄牛

　　　d　a，b及び cに掲げる牛と同一施設内で飼育している牛

　　イ　その他飼育している区域を所管する家畜保健衛生所長が必要と認めた牛

　⑷　実施の期間

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　規則別表第１に定める検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

３　牛の伝達性海綿状脳症検査

　⑴　実施の目的
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　　　牛の伝達性海綿状脳症の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　月齢又は推定月齢が満48カ月以上で死亡した牛の死体及び家畜保健衛生所長が必要と認めた牛

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　規則別表第１に定める検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

４　めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症検査

　⑴　実施の目的

　　　めん羊及び山羊の伝達性海綿状脳症の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　月齢又は推定月齢が満12カ月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体で家畜保健衛生所長が必要と認めた牛

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　規則別表第１に定める検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

５　アカバネ病，チュウザン病，アイノウイルス感染症，牛流行熱及びイバラキ病検査

　⑴　実施の目的

　　　アカバネ病，チュウザン病，アイノウイルス感染症，牛流行熱及びイバラキ病の発生予察のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　･　実施する区域で飼育している牛（未越夏牛とし，原則として，最終の採血が終了するまでワクチン接種を行わ

ない牛）を対象に，地理的・自然的条件を考慮して，家畜保健衛生所長が選定した牛

　⑷　実施の期日

　　　原則として，平成28年６月下旬，８月下旬，９月下旬及び11月中旬

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査，中和試験

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

６　馬伝染性貧血検査

　⑴　実施の目的
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　　　馬伝染性貧血の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　ア）･競馬法（昭和23年法律第158号）による競馬に出馬させる目的で飼育している馬のうち平成24年１月１日～

平成24年12月31日生まれの馬

　　イ）過去５年間検査を受けていない馬

　　ウ）･その他，実施する区域で飼育している馬（生後180日未満の馬を除く）で，家畜保健衛生所長が必要と認め

る馬

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　規則別表第１に定める検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

７　豚の流行性脳炎検査

　⑴　実施の目的

　　　豚の流行性脳炎の発生予察のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　実施する区域で飼育している肥育豚のうち家畜保健衛生所長が必要と認めた豚

　⑷　実施の期日

　　　平成28年６月１日から平成28年11月30日まで

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査，血清検査及びウイルス検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

８　豚コレラ検査

　⑴　実施の目的

　　　豚コレラの発生予察のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　家畜保健衛生所長が必要と認めた豚

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査及び血清検査

　⑹　その他
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　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

９　豚のオーエスキー病検査

　⑴　実施の目的

　　　豚のオーエスキー病の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　家畜保健衛生所長が必要と認めた豚

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査及び血清検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

10　豚繁殖・呼吸障害症候群検査

　⑴　実施の目的

　　　豚繁殖・呼吸障害症候群の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　家畜保健衛生所長が必要と認めた豚

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査及び血清検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

11　豚流行性下痢検査

　⑴　実施の目的

　　　豚流行性下痢の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　家畜保健衛生所長が必要と認めた豚

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査及び血清検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。
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12　家きんのサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。）検査

　⑴　実施の目的

　　　家きんのサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。）の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　種卵を生産する鶏及びその候補鶏

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　急速凝集反応法

　⑹　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

13　高病原性鳥インフルエンザ検査及び低病原鳥インフルエンザ検査

　⑴　実施の目的

　　　高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生予察のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　家畜保健衛生所長が必要と認めた鶏

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査及び血清検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。

14　腐蛆病検査

　⑴　実施の目的

　　　蜜蜂の腐蛆病の発生予防のため

　⑵　実施する区域

　　　県下一円

　⑶　実施の対象となる家畜の種類及び範囲

　　　家畜保健衛生所長が必要と認めた蜜蜂

　⑷　実施の期日

　　　平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

　⑸　検査の方法

　　　臨床検査及び細菌検査

　⑹　その他

　　　実施の細部については，所轄家畜保健衛生所長の指示による。
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茨城県告示第309号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　　県道

２　路　線　名　　　土浦稲敷線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要

メートル メートル

稲敷郡阿見町吉原字北原1248番７地先か

ら
旧

最大･ 9.8

最小･ 8.8
180

稲敷郡阿見町吉原字北原2656番７地先ま

で
新

最大･ 32.8

最小･ 9.3
180 現 道 拡 幅

茨城県告示第310号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　一般国道　118号

２　供用開始の区間　　常陸大宮市岩崎字宮後390番２地先から

　　　　　　　　　　　常陸大宮市岩崎字北原614番１地先まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月24日

茨城県告示第311号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　一般国道　245号

２　供用開始の区間　　ひたちなか市部田野字尼ケ称1810番３地先から

　　　　　　　　　　　ひたちなか市部田野字中西原1571番地先まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月22日

茨城県告示第312号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
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　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　高萩塙線

２　供用開始の区間　　高萩市大字下手綱字中江2352番１から

　　　　　　　　　　　高萩市大字下手綱字北中町656番８まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月28日

茨城県告示第313号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　土浦稲敷線

２　供用開始の区間　　稲敷郡阿見町吉原字北原1248番７地先から

　　　　　　　　　　　稲敷郡阿見町吉原字北原2656番７地先まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月24日

茨城県告示第314号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

･･その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　守谷藤代線

２　供用開始の区間　　取手市上高井字山中672番６地先から

　　　　　　　　　　　取手市下高井字本薬師1071番１地先まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月25日

茨城県告示第315号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　一般国道　354号

２　供用開始の区間　　土浦市下高津三丁目34番１地先から

　　　　　　　　　　　土浦市下高津三丁目1243番14地先まで

３　供用開始の期日　　平成28年４月１日
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茨城県告示第316号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　野田牛久線

２　供用開始の区間　　つくば市天宝喜字若宮窪697番１地先から

　　　　　　　　　　　つくば市天宝喜字平413番４まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月24日

茨城県告示第317号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　赤浜谷田部線

２　供用開始の区間　　つくば市田倉字芝野5498番から

　　　　　　　　　　　つくば市上郷字神手1147番４まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月30日

茨城県告示第318号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成28年３月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　筑西つくば線

２　供用開始の区間　　筑西市東榎生字東榎生1205番２から

　　　　　　　　　　　筑西市上川中子字高田595番２まで

３　供用開始の期日　　平成28年３月29日

茨城県告示第319号

　稲敷市幸田3542番地に事務所を置く新利根川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨，土地改良法（昭和24年

法律第195号）第18条第16項の規定により届出があったので，同条第17項の規定により公告する。

　　　平成28年３月17日

茨城県県南農林事務所長　　石 　 井 　 　 　 仁

退　任
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職　名 氏　　名 住　　　　所

理　事 栗　山　　　隆 稲敷市須賀津900番地

茨城県告示第320号

　平成27年10月29日付け央農土指令第９号をもって認可のあった，常北土地改良区が行う農業生産基盤整備事業（山

間急傾斜地帯型・農業用用水）作内２期地区については，平成28年２月25日に工事が完了した旨，土地改良法（昭和

24年法律第195号）第113条の２第１項の規定により届出があったので，同条第２項の規定により公告する。

　　　平成28年３月17日

茨城県県央農林事務所長　　西 　 溪 　 一 　 男

茨城県告示第321号

　平成27年10月29日付け央農土指令第10号をもって認可のあった，常北土地改良区が行う農業生産基盤整備事業（山

間急傾斜地帯型・農業用用水）美江添地区については，平成28年２月25日に工事が完了した旨，土地改良法（昭和24

年法律第195号）第113条の２第１項の規定により届出があったので，同条第２項の規定により公告する。

　　　平成28年３月17日

茨城県県央農林事務所長　　西 　 溪 　 一 　 男

（公 安 委 員 会）

茨城県公安委員会告示第24号

　茨城県公安委員会等の所管する手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成18年茨城県公安委員会規

則第12号）第３条の規定により茨城県公安委員会，茨城県警察本部長又は警察署長が電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等の根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を次のとお

り定める。

　　　平成28年３月17日

茨城県公安委員会委員長　　今 　 髙 　 博 　 子

手続等の根拠となる法令又は条例等の名称 条項

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号） 第４条第１項

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員会規

則第１号）

第５条第１項

遺失物法施行規則（平成19年国家公安委員会規則第６号） 第５条第１項

茨城県情報公開条例（平成12年茨城県条例第５号）･ 第６条第１項

（選挙管理委員会）

茨城県選挙管理委員会告示第25号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書について，茨

城県獣医師政治連盟から訂正の報告があったので，政治団体の収支に関する報告書の要旨（平成27年茨城県選挙管理

委員会告示第99号）の一部を次のように訂正する。
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　　　平成28年３月17日

茨城県選挙管理委員会委員長　　大 　 津 　 晴 　 也

　平成26年分政治団体の収支に関する報告書の要旨⑷その他の政治団体の部の茨城県獣医師政治連盟の項中

「　政治活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,091,690

　　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕　　　　240,300　　　を

　　　組織活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･351,390　」

「　政治活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,091,690　　　
に

　　　組織活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･･351,390　」

改める。

茨城県選挙管理委員会告示第26号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規

定に基づく直接請求の場合における連署を要すべき県議会議員及び知事の選挙権を有する者の法定数は，次のとおり

である。

　　　平成28年３月17日

茨城県選挙管理委員会委員長　　大 　 津 　 晴 　 也

１･　地方自治法第74条第１項の規定による県条例の制定又は改廃の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の50

分の１の数

･ ４８, １２６人

２･　地方自治法第75条第１項の規定による県の事務の執行に関する監査の請求に連署を要する選挙権を有する者の総

数の50分の１の数

･ ４８, １２６人

３･　地方自治法第76条第１項の規定による県議会の解散の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の

数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数，その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１

を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

･ ４００, ７８３人

４･　地方自治法第80条第１項の規定による県議会議員の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の

１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に

３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数，その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分

の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

水　　戸　　市　選挙区･ ７９, ４３９人

日　　立　　市　選挙区･ ５１, ３６３人

土　　浦　　市　選挙区･ ３８, ８８２人

古　　河　　市　選挙区･ ３９, １９３人

石　　岡　　市　選挙区･ ２１, ３７４人

結　　城　　市　選挙区･ １４, ０１２人

龍　ケ　崎　市　選挙区･ ２１, ２４３人

下　　妻　　市　選挙区･ １１, ７９２人
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常　　総　　市　選挙区･ ２２, ７４０人

常 陸 太 田 市　選挙区･ ２１, ０３５人

高　　萩　　市　選挙区･ ８, ３７９人

北　茨　城　市　選挙区･ １２, ６７８人

笠　　間　　市　選挙区･ ２１, ４７１人

取　　手　　市　選挙区･ ３５, ２９３人

牛　　久　　市　選挙区･ ２２, ８３６人

つ　く　ば　市　選挙区･ ５７, ０４２人

ひたちなか市　選挙区･ ４２, ５２８人

鹿　　嶋　　市　選挙区･ １８, ４３２人

潮　　来　　市　選挙区･ ８, ０５４人

守　　谷　　市　選挙区･ １７, ０７９人

常 陸 大 宮 市　選挙区･ １２, ４００人

那　　珂　　市　選挙区･ １５, ２８５人

筑　　西　　市　選挙区･ ２９, ２１７人

坂　　東　　市　選挙区･ １４, ８７７人

稲　　敷　　市　選挙区･ １４, ８６７人

かすみがうら市　選挙区･ １１, ６４１人

桜　　川　　市　選挙区･ １２, ２９２人

神　　栖　　市　選挙区･ ２４, ７３２人

行　　方　　市　選挙区･ １０, １１１人

鉾　　田　　市　選挙区･ １８, ３０６人

つくばみらい市　選挙区･ １３, ４９７人

小　美　玉　市　選挙区･ １４, ０６０人

東茨城郡南部　選挙区･ ９, ２４２人

那　　珂　　郡　選挙区･ １０, ０８４人

稲 敷 郡 北 部　選挙区･ １７, ３０８人

猿　　島　　郡　選挙区･ ９, ３１４人

５･　地方自治法第81条第１項の規定による知事の解職の請求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数

（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の

１を乗じて得た数とを合算して得た数，その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

･ ４００, ７８３人

６･　地方自治法第86条第１項の規定による副知事，県選挙管理委員，県監査委員又は県公安委員会の委員の解職の請

求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその

40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数，その総数が80万

を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に

３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

･ ４００, ７８３人

７･　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による県教育委員会の教育長又は委員の解職の請
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求に連署を要する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその

40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数，その総数が80万

を超える場合にあってはその80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に

３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）

･ ４００, ７８３人

公　　　　　告

◉基本測量の終了

　測量法（昭和24年法律第188号）第４条の規定に基づく基本測量を次のとおり終了した旨通知があったので，同法

第14条第３項の規定により公示する。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　測 量 機 関　　国土地理院

２　作 業 種 類　　基本測量（基本重力測量）

３　作業終了日　　平成28年２月29日

４　作 業 地 域　　石岡市

◉都市計画の図書の縦覧

　水戸・勝田都市計画用途地域の変更に伴い，ひたちなか市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項

の規定において準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同

法第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供す

る。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　用途地域

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉都市計画の図書の縦覧

　水戸・勝田都市計画地区計画の変更に伴い，ひたちなか市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項

の規定において準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同

法第21条第２項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供す

る。

　　　平成28年３月17日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌
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１　都市計画の種類

　　地区計画（六ツ野地区）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

（病　　院　　局）

◉入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告する。

　なお，この入札に係る調達は，1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。

　　　平成28年３月17日

茨城県立中央病院長　　吉 　 川 　 裕 　 之

１　競争入札に付する事項

　⑴　調達する借入物品の名称及び数量

　　　放射線治療装置用動体追跡システム　１式

　⑵　借入物品の特質等

　　　賃貸物件の性能等に関し，入札説明書（仕様書）で指定する特質等を有すること。

　⑶　借入期間

　　･　平成29年３月１日から平成34年２月28日まで。ただし，平成28年度以降の歳入歳出予算においてこの契約に係

る金額について減額又は削除があった場合は，契約を解除することができるものとする。

　⑷　納入場所

　　　茨城県笠間市鯉淵6528番地

　　　茨城県立中央病院

　⑸　入札方法

　　･　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，

入札者は，消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の100

に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加資格

　⑴･　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。

　⑵　政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

　⑶･　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく物品調達等競争入札

参加有資格者名簿において「リース・レンタル」に登録されている者であること。ただし，茨城県物品調達等登

録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。

　　･　なお，新規に入札参加資格を得ようとする者は，所定の資格審査申請書に必要事項を記入のうえ，次に示す場

所に申請すること。申請は随時受け付けているが，審査に相応の日数を要するため留意すること。

　　　〒310－8555　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県会計事務局会計管理課　会計指導室　調度担当



21第 2776 号　平成 28 年３月 17 日（木曜日）

　　　電話：029－301－4875（直通）

　⑷･　本公告及び入札説明書に示す借入物品の規格（仕様）に適合した物品及び数量を確実に納入できることを証明

した者であること。

　⑸　借入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

　⑹･　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

３　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所，契約条項を示す場所，入札説明書の交付場所及び問合せ先

　　　〒309－1793　茨城県笠間市鯉淵6528番地

　　　茨城県立中央病院　事務局経理課　担当　千葉

　　　電話：0296－77－1121　内線：2021

　⑵　入札説明書の閲覧期間等

　　　平成28年３月17日（木）から平成28年４月18日（月）までの期間，茨城県立中央病院ホームページにおいて公告。

　⑶　入札書の受領期限

　　　平成28年５月11日（水）　午前10時00分

　　･　（郵送による入札の場合は，書留郵便により，平成28年５月10日（火）午後５時までに３⑴に示す場所に必着

のこと。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　平成28年５月11日（水）　午前10時00分

　　　〒309－1793　茨城県笠間市鯉淵6528番地

　　　茨城県立中央病院　本館２階　大会議室

４　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　入札者に求められる事項

　　ア･　この一般競争入札に参加を希望する者は，一般競争入札参加資格確認申請書及び応札仕様書に２⑷から⑸ま

でに係る証明書を添付して，３⑴に示す場所に平成28年４月19日（火）午後５時までに提出しなければならない。

　　　　なお，提出した書類について説明を求められたときは，これに応じなければならない。

　　イ　入札参加資格の確認結果は，一般競争入札参加資格確認通知書により回答する。

　　ウ　前項により不適合の通知を受けた者は，この一般競争入札に参加できない。

　⑷　入札の無効

　　･　本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札，入札に関する条件に違反した入札及び茨城県病院局会

計規程（茨城県病院事業管理規程第21号）第117条各号のいずれかに該当する場合の入札は，無効とする。

　⑸　契約書作成の要否

　　　要

　⑹　落札者の決定方法

　　･　茨城県病院局会計規程第115条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行ったものを落札者とする。
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　⑺　詳細は入札説明書による。

５　Summary･

　⑴　Nature･and･quantity･of･the･products･to･be･lease;･

　　　Real-time･tumor･tracking･system･for･radiation･therapy,･1set･

　⑵　Lease･period;･

　　　From･1･March･2017･through･28･February･2022･

　⑶　Lease･place;･

　　　Ibaraki･Prefectural･Central･Hospital･6528･Koibuchi,Kasama-city,Ibaraki-ken.･

　　　309-1793･Japan･

　⑷　Time-limit･for･tender;･

　　　17:00,･10･May･2016･in･case･of･mail･

　　　10:00,･11･May･2016･in･case･of･by･hand･

　⑸　Contact･point･for･the･notice;･

　　　Accounting･Division,･Ibaraki･Prefectural･Central･Hospital.･

　　　6528･Koibuchi,･Kasama-city,･Ibaraki-ken,･309-1793･Japan.･

　　　Phone:0296-77-1121･ex･2021

◉入札公告

　一般競争入札について次のとおり公告する。

　なお，この入札に係る調達は，1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。

　　　平成28年３月17日

茨城県立中央病院長　　吉 　 川 　 裕 　 之

１　競争入札に付する事項

　⑴　調達する借入物品の名称及び数量

　　　放射線治療システム　１式

　⑵　借入物品の特質等

　　　賃貸物件の性能等に関し，入札説明書（仕様書）で指定する特質等を有すること。

　⑶　借入期間

　　･　平成29年３月１日から平成34年２月28日まで。ただし，平成28年度以降の歳入歳出予算においてこの契約に係

る金額について減額又は削除があった場合は，契約を解除することができるものとする。

　⑷　納入場所

　　　茨城県笠間市鯉淵6528番地

　　　茨城県立中央病院

　⑸　入札方法

　　･　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，

入札者は，消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の108分の100
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に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加資格

　⑴･　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項の規定に該当しない者で

あること。

　⑵　政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。

　⑶･　茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項（平成８年茨城県告示第254号）に基づく物品調達等競争入札

参加有資格者名簿において「リース・レンタル」に登録されている者であること。ただし，茨城県物品調達等登

録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。

　　･　なお，新規に入札参加資格を得ようとする者は，所定の資格審査申請書に必要事項を記入のうえ，次に示す場

所に申請すること。申請は随時受け付けているが，審査に相応の日数を要するため留意すること。

　　　〒310－8555　茨城県水戸市笠原町978番６

　　　茨城県会計事務局会計管理課　会計指導室　調度担当

　　　電話：029－301－4875（直通）

　⑷･　本公告及び入札説明書に示す借入物品の規格（仕様）に適合した物品及び数量を確実に納入できることを証明

した者であること。

　⑸　借入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

　⑹･　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成

11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

３　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所，契約条項を示す場所，入札説明書の交付場所及び問合せ先

　　　〒309－1793　茨城県笠間市鯉淵6528番地

　　　茨城県立中央病院　事務局経理課　担当　千葉

　　　電話：0296－77－1121　内線：2021

　⑵　入札説明書の閲覧期間等

　　　平成28年３月17日（木）から平成28年４月18日（月）までの期間，茨城県立中央病院ホームページにおいて公告。

　⑶　入札書の受領期限

　　　平成28年５月11日（水）　午前10時15分

　　･　（郵送による入札の場合は，書留郵便により，平成28年５月10日（火）午後５時までに３⑴に示す場所に必着

のこと。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　平成28年５月11日（水）　午前10時15分

　　　〒309－1793　茨城県笠間市鯉淵6528番地

　　　茨城県立中央病院　本館２階　大会議室

４　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　⑵　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑶　入札者に求められる事項

　　ア･　この一般競争入札に参加を希望する者は，一般競争入札参加資格確認申請書及び応札仕様書に２⑷から⑸ま
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でに係る証明書を添付して，３⑴に示す場所に平成28年４月19日（火）午後５時までに提出しなければならない。

　　　　なお，提出した書類について説明を求められたときは，これに応じなければならない。

　　イ　入札参加資格の確認結果は，一般競争入札参加資格確認通知書により回答する。

　　ウ　前項により不適合の通知を受けた者は，この一般競争入札に参加できない。

　⑷　入札の無効

　　･　本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札，入札に関する条件に違反した入札及び茨城県病院局会

計規程（茨城県病院事業管理規程第21号）第117条各号のいずれかに該当する場合の入札は，無効とする。

　⑸　契約書作成の要否

　　　要

　⑹　落札者の決定方法

　　･　茨城県病院局会計規程第115条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な

入札を行ったものを落札者とする。

　⑺　詳細は入札説明書による。

５　Summary･

　⑴　Nature･and･quantity･of･the･products･to･be･lease;･

　　　Highly･precise･radiation･treatment･system,･1set･

　⑵　Lease･period;･

　　　From･1･March･2017･through･28･February･2022･

　⑶　Lease･place;･

　　　Ibaraki･Prefectural･Central･Hospital･6528･Koibuchi,Kasama-city,Ibaraki-ken.･

　　　309-1793･Japan･

　⑷　Time-limit･for･tender;･

　　　17:00,･10･May･2016･in･case･of･mail･

　　　10:15,･11･May･2016･in･case･of･by･hand･

　⑸　Contact･point･for･the･notice;･

　　　Accounting･Division,･Ibaraki･Prefectural･Central･Hospital.･

　　　6528･Koibuchi,･Kasama-city,･Ibaraki-ken,･309-1793･Japan.･

　　　Phone:0296-77-1121･ex･2021


